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警
大
跡
地
で
新

た
な
行
政
訴
訟

中
野
区
住
民
ら

中
野
区
が
警
察
大
学
校
跡

地

（中
野
４
丁
目
）
に
建
設

予
定
の
広
域
避
難
所
「
中
野

由
典
公
園
」
の
都
市
誼
喫

定
に
つ
い
て
、
違
法
確
認
を

求
め
、
中
野
区
と
杉
並
区
の

住
民
４
人
が
５
月
２‐
日
に
東

京
地
裁
に
訴
え
た
裁
判
で
、

住
民
側
は
２５
日
、
第
１
回
審

判
が
９
月
４
日
に
決
定
し
た

こ
と
を
公
表
し
た
。
ま
た
、

地
区
計
画
に
関
す
ｔる
新
た
な

訴
訟
を
７
月
中
旬
に
起
こ
す

方
針
を
明
ら
か
に
し
た
。

５
月
の
提
訴
で
原
告
側

は
、
中
野
区
が
０７
年
４
月
に

告
示
し
た
中
野
中
央
公
園
の

面
積
を
約
■
一
５
つ
と
す
る

奎

罫

口

ぞ

響

第

５２

号
）
に
つ
い
て
、

「同
決
定

に
先
立
ち
策
定
さ
れ
て
い
た

『み
ど
り
３
蒙
証
自
で

は

『警
大
跡
藩
に
約
４
つ
の

公
園
を
都
市
計
画
決
定
し
、

整
備
推
進
に
努
め
る
』
と
記

載
さ
れ
て
い
る
」
と
し
、

「基
本
註
回
は
都
市
計
画
の

基
本
方
針
。
こ
れ
に
反
し
た

需

誼
］
体定
は
違
法
」
と

主
張
し
て
い
る
。

新
た
な
訴
訟
に
つ
い
て
住

民
側
は

「地
区
計
画
の
違
法

確
認
と
取
り
消
し
処
分
を
求

め
る
予
定
」
と
し
て
い
る
。

同
跡
地
開
発
の
地
区
誼
山

案
は
、
５
月
に
都
の
都
市
計

画
審
議
会
で
承
認
。
今
月
下

旬
に
も
都
市
量
画
決
定
さ
れ

る
公
算
が
大
き
く
、
原
告
側

は
決
定
を
待
っ
て
訴
訟
を
起

こ
す
予
定
と
し
て
い
る
。


